認定申請別添様式①
○○クラブ会則（例）

　（名 称）
第１条　本会は、○○クラブ（以下、「本クラブ」という）と称し、事務所叉はクラブハウスを○○に置く。

　（目 的）
第２条　本クラブは、坂井市の部活動地域移行に関わる中学生のスポーツ・文化活動等に参加する機会を保障し、地域コミュニティの促進、青少年の健全育成など健康で豊かな地域社会づくりに貢献することを目的とする。

　（事 業）
第３条　本クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を会員相互の責任と協力で行うものとする。
（１）定期的なスポーツ活動（○○）や文化活動
（２）地域住民の親睦を図る世代間交流事業
（３）その他本クラブの目的を達成するために必要な事業等

　（構 成）
第４条　本クラブは、第2条の目的に賛同する次の者をもって構成する。
（１）会員：本クラブの事業に参加する個人または家族
（２）登録指導者：本クラブの事業に参画し、指導者として援助する者
（３）本クラブに会長を置く。会長はクラブを代表する。

　（入会資格）
第５条 本クラブに入会する者は、次の用件を備えていなければならない。
（１）本クラブの目的に賛同する者であること
（２）本クラブが定める諸規定を遵守する者であること

　（入 会）
第６条　本クラブに入会を希望する者は、※、本クラブ所定の入会申込書に必要事項を記入し、捺印の上、本クラブ代表に提出する。
※〇〇のホームページ「登録フォーム」にて入力する。
　
（退 会）
第７条　会員は、任意に退会することができる。退会の際には本クラブへ書面またはその他の方法で連絡し、退会意思が確認された時点で退会することが出来る。

　（会 費）
第８条　会員は、入会時〇〇円、月会費〇〇円を納入するものとする。なお、既納の会費については原則として返還しない。
２　年度途中に入会、会費納入する場合も同等とする。

　（除 名）
第９条　会員が次のいずれかの項目に該当したときは、本クラブはこれを除名することができる。
（１）本クラブの会則等に違反したとき
（２）本クラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
（３）その他本クラブが除名相当と認めたとき

　（運 営）
第１０条　運営・事務処理等は、※〇〇クラブ（〇〇）が行う。
　　　　　　　　　　　　　　　※〇〇（代表　〇〇）に委託する。

　（事業・会計年度）
第１１条　本クラブの事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

　（補償及び責任）
第１２条　会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの会則、各指導者の指示及び施設利用規則等に従い、自己の責任において行動するものとし、且つ盗難、傷害等の事故が起きた場合は、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
２　本クラブは、会員の活動中の傷害については、本クラブが加入する保険の対象範囲でのみ対応するものとする。

　（会則改正）
第１３条　本会則は、役員会の決議によって改正することができる。


　　　附　則
　この会則は、令和〇年〇月〇日から施行する。



